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－ １ － 

アンパンマンマーチ 
 

やなせたかし氏（93 歳）原作のアニメ「アンパンマン」は、子供たちがテレビに釘づけ

になるようなヒーローの一人です。その主題歌「アンパンマンマーチ」は、誰もが勇気と

希望を得られる歌としても有名です。東日本大震災発生の三日後、ある地元ラジオ番組に

視聴者からこの歌へのリクエストがありました。さっそくラジオ局で放送したところ、多

くの避難場所では子供たちがラジオに合わせて大合唱を始め、大人たちも涙を流して感動

したといいます。それからラジオ局では、連日この歌を流し続けました。 
「アンパンマンマーチ」の歌詞は、原作者のやなせ氏自身が作ったものです。自身の人生

における戦争体験や、その他の様々な辛い経験の中から得たものが集約されています。ま

た、このアニメのヒーローである「アンパンマン」は、困っている人や悲しんでいる人に、

自分の顔であるアンパンをちぎって食べさせ、元気になってもらうという設定となってい

ます。 
 当初は世の親たちから「残酷だ！」と大不評だったようですが、「捨て身、献身の心なく

して、正義は行えない」という確固たる信念を含んだ表現を氏は貫きました。徐々に共感

が得られるようになって、子供たちの不動のヒーローになったのです。 
 作者自身は明言していませんが、やなせ氏の二歳下の弟である千尋さんは、京都帝国大

学に進学し、海軍の特攻隊である人間魚雷「回天」の乗組員に志願しています。そしてフ

ィリピン沖で散華しています。こうした肉親の存在は、正義の味方「アンパンマン」を世

に送り出す上で、作者の心の大きな柱になっていると想像できます。 
「アンパンマン」のアニメ・歌詞からは、私たちに強く訴えるものを非常に感じます。や

なせ氏の経験をベースにした内容が、私たちの機微に触れるからでしょう。それは何より

氏の姿勢に一本通っているからだといえます。やなせ氏は人生の意味について「人生最大

の喜びは何か？それはつまるところ、人を喜ばせることだと思った。人生は、喜ばせごっ

こだと気づいたとき、とても気が楽になった」と語っています。そして「ぼくらはみんな、

それぞれ違う思い出を持っている。そして、なるべくよい思い出を作りたいと思って人生

を生きる」とも表現しています。「人生の最大の喜びは人を喜ばせることである」という信

念的な帰結が、詞のモチーフになっているようです。経営者は様々な業種・業態の中を生

きています。各人が苦労や責任を背負って日々を過ごしています。必要なのは「人を喜ば

せること」です。人を喜ばせれば、自分が喜べる。お客様を喜ばせれば、自分や社員が喜

べる。それが「よい思い出」につながっていきます。 
 アンパンマンの歌が被災者に勇気を与えたように、私たち経営者は周囲に喜びを提供し

ていきましょう。日本に生きる人たちの思いや願いを常に忘れず、 
皆が安心して暮らせる「日本」であるよう、それぞれが置かれ 
た立場で、「人を喜ばせること」を確認しましょう。そして 
「愛と勇気」を胸に、熱い心で今を邁進していきましょう。 
              （今週の倫理 ７８８号参照） 



 
 

 

＜ 伊 藤 ＞ 
 

－ ２ － 

平成２２年度の税制改正において、生命保険料控除が次のとおり改正されました。 

いて控除の適用を受ける場

合は合計で最高４万円

新契約と旧契約の両方につ

（最高４万円）

新個人年金保険料控除

（遺族保障等）

（最高４万円）

新生命保険料控除
【新契約】

【旧契約】

［適用限度額１２万円］

新契約と旧契約の両方につ

いて控除の適用を受ける場

合は合計で最高４万円

旧生命保険料控除

（最高５万円）
（遺族保障、介護保障、医療保障）

旧個人年金保険料控除

（最高５万円）
（老後保障等）

（介護保障、医療保障）

（最高４万円）

介護医療保険料控除

（老後保障等）

＋ ＋

 
 

（１）新契約（平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等）に基づく場合の控除額 

年間の支払保険料等 控除額 

20,000 円以下 支払保険料等の全額 

20,000 円超 40,000 円以下 支払保険料等×１／２＋10,000 円 

40,000 円超 80,000 円以下 支払保険料等×１／４＋20,000 円 

80,000 円超 一律 40,000 円 

※１ 支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。 
※２ 平成２４年１月１日以後に締結した保険契約（新契約）については、主契約または特約の保証内容に応じ、その保険契約等

に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。 
※３ 異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じで保険料

控除を適用します。 
※４ その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金

の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。 
 

（２）旧契約（平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等）に基づく場合の控除額 

年間の支払保険料等 控除額 

25,000 円以下 支払保険料等の全額 

25,000 円超 50,000 円以下 支払保険料等×１／２＋12,500 円 

50,000 円超 100,000 円以下 支払保険料等×１／４＋25,000 円 

100,000 円超 一律 50,000 円 

※１ いわゆる第三分野とされる保険（医療保険や介護保険）の保険料も、旧生命保険料となります。 
※２ 支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。 
 
（３）新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額 

適用する生命保険料控除 控除額 

新契約のみ生命保険料控除を適用 （１）に基づき算定した控除額 

旧契約のみ生命保険料控除を適用 （２）に基づき算定した控除額 

新契約と旧契約の双方について 
生命保険料控除を適用 

（１）に基づき算定した新契約の控除額と 

（２）に基づき算定した旧契約の控除額の合計額 

（最高４万円） 
 

生命保険料控除額 

（１）～（３）による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。尚、この合計額

が１２万円を超える場合には、生命保険料控除額は１２万円となります。 



 
 

 

＜ 広 川 ＞ 
 

－ ３ － 

所得税は累進課税方式が採用されていますので、共済契約者の所得金額が多くなれば多くなるほど税率が高く

なっています。共済加入により、必要経費や、所得控除額が増えれば、所得税、住民税が節税になります。 

中小企業の経営者や個人事業主で、節税のために、不要なものを購入したり、利益を翌年以降に

先延ばしをしたりしていませんか？節税をしながら貯蓄ができる、みなさまの安心をサポートする国

の共済制度に「小規模企業共済」と「経営セーフティ共済」があります。すでに加入されている方も、

掛金の掛け方や、共済金の受取る時期、受取り方などで、節税効果となる場合があります。 
        
●「小規模企業共済」は、掛金は所得控除で、退職資金の準備。 
 

今年 1 年間に払い込んだ掛金は、全額が所得控除になります。年払いや半年払いなどの払込方

法に関係なく、今年中に払い込んだ金額がその年の所得控除の対象になります。 

＜注！前納 掛金は 1 年（12 ヶ月）分 以内 のものが、その年の所 得控 除の対象です。＞ 
 
 
 
 
 
  
１２ヶ月以上掛金の未払いがあった場合、共済契約は解除となりますので、払込が困難な場合は

掛金月額を減額して、共済契約を継続することをお勧めします。 
 
本制度で受け取れる共済金等には、「共済金 A」、「共済金 B」、「準共済金」があります。 

共済契約者の事業上の地位や共済金等を請求する理由によって、受け取れる共済金等の種類

および金額が変わります。 
 
共済金の受取額が、すでに退職所得控除額以上になっていることがあります。このような場合は掛

金を減額して加入期間を伸ばし、控除額を増やすことも一案です。 

（受取る共済金の問合先 ℡042-567-3308 資料請求№９９８） 
 

●「経営セーフティ共済」（中小企業倒産防止共済）は、掛金は必要経費（損金）で、資金調達の準

備。 
 

取引先の倒産時に、必要な資金を迅速に借り入れできます。しかも無担保・無保証人、借入最高

額は積立金額の 10 倍です。解約金は受取った年の雑収入（益金）となります。なお、任意解約の

場合は、掛金の納付月数が 40 ヶ月以上で、（共済金の貸付けを一度も受けていない場合は、）払

い込んだ掛金の全額を受け取ることができます。解約時期を考慮することも大切です。 

 
 
 
 

 

★ 年内の加入や、掛金の月額変更、前納等をお考えの方は、お早めにご相談下さい ★ 



 
 

 

＜ 堀 田 ＞ 
 

－ ４ － 

糸魚川ジオパークのＰＲを目的として、１０月２５日から原動機付自転車（50cc）用の 
オリジナルナンバープレートの交付が始まりました。 
 

  

 
 
 
 ナンバーは、番号順（希望番号の応募で交付の決まったものを除きます。）に交付します

ので、番号は選べません。 
 また、従来のナンバープレートも引き続き交付されますので、申請の際にどちらを希望

するかを選んでください。 
 なお、既登録車で希望される方にも無料で交換できます。 
 
○交付開始日  １０月２５日（木） 
   
○交付場所  ・市役所市民課   ・能生事務所   ・青海事務所 
 
○手数料  無料 
  
○持ち物  印鑑、運転免許証  
・新規登録の場合…車種・車台番号・年式・型式認定番号・原動機が電気の場合は定格出

力が分かるもの 
・変更申請の場合…現在お使いのナンバープレート 
 
○その他 
 ナンバーを変更する際に、自賠責保険の手続きが必要な場合があります。市役所では取

り扱っていませんので、加入している保険会社等に確認のうえ、手続きしてください。 



 
 

 

＜  原  ＞ 
 

－ ５ － 

 
 

ＱＵＥＳＴＩＯＮ 

当社の給与規定では、毎月 1 日から末日までの勤務実績を基に、翌月 10 日に給

与を支給することになっています。したがって、12 月中の勤務実績に基づく給与

は翌年の 1 月 10 日に支給することになります。このような場合、年末調整の対象

となる給与の総額には、翌年 1 月 10 日に支給する金額を含めるのでしょうか？ 

 

 

 

ＡＮＳＷＥＲ 

年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人か

らみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定す

る日（収入すべき時期）は、契約又は慣習により支給日が定められている給与に

ついてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受け

た日をいいます。 

ご質問の場合、給与規定により支給日が定められていますので、翌年 1 月 10 日

に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とは

なりません。 

 

 



 
 

 

 
 

－ ６ － 

◇◆◇ おもしろ雑学 ◇◆◇ 
 

  【名字のあれこれ】 
 

日本人の姓はおよそ１２万種あるといわれてますが、これほど多様な姓を持つ国民 

というのも珍しいようです。これは明治３年に名字を名乗ることが許されたときに、各自が勝手に名

字を創作したためだそうです。中にはとんでもない名字をつける人がいて、耐えられずに家庭裁判

所に訴えて改姓したそうです。 

でもちょっとうらやましくなるような名字も・・・「満足」「世界」「幸福」「先生」「正月」等々 

「先生」さんが医者や学校の先生になったら「先生先生」・・・？(^^;)  

某雑学ＨＰより（担当：小杉） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お客様をご紹介ください 

ご友人やお知り合いの方で、税務・会計でお困りの方、企業経営について 
相談してみたい等々ありましたら、是非ご紹介ください。 

 
会社の広告お手伝いします 

お客様の広告チラシ等がございましたら月一回発行の事務所通信に 
同封いたします。お気軽にお申し付け下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２Ｆセミナールーム

２Ｆセミナールーム

加藤輝守税理士事務所

～

午後　４時００分

－
日本政策金融公庫

一日公庫

テルモ経営研究会
これがＣＳ時代の店長マネジメント！

（ＵＫＩＵＫＩＣＬＵＢ　美容室）

参 加 費

日本政策金融公庫加藤輝守税理士事務所

高田支店

日 時 研 修 内 容 場 所 講 師

１１月１５日（木）

午前１０時００分

午後６時３０分～

税理士　加藤輝守 １，０００円

１１月２２日（木）

ビデオ研修



 

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３
文化の日

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
堀田・小林

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
一日公庫 伊藤・広川

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
 テルモ経営研究会 勤労感謝の日 倉又

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

 ・網掛けの日が当事務所の休日です。

１１月１２日　 平成２４年１０月分源泉所得税・住民税の納付

１１月１５日　 所得税予定納税額の減額申請

１１月３０日　 平成２４年９決算法人　法人税等・消費税確定申告・納付

　 平成２５年３月決算法人　法人税等・消費税中間・予定申告   納付

　 平成２５年６月、２５年３月、１２月決算法人の消費税の中間申告・納付

■■■■　　休日カレンダー　　■■■■

１１月の税務

 11 月 （ 霜月 ）Ｎｏｖｅｍｂｅｒ

 
 
 

◇◆ あとがき ◆◇ 
   

今年も残り２ヶ月をきりました。 夏の暑さも忘れ、すっかり寒くなった 

   今日この頃、師走の足音がもうそこまで、、、そう感じるのが、毎年この時期、 

本屋さんへ行くと来年のスケジュール帳やカレンダーが並んでいるのを目に 

します。私は毎年スケジュール帳を購入していますが沢山の中から一冊だけ 

悩みながらも選ぶのが楽しみのひとつです。今年のスケジュール帳には充実 

した日々が綴られています。２０１２年残りの日々も一日一日大切に過ごし 

ていきたいです。 

                    ＜ 小 澤 ＞ 

 


